
東日本大震災を受けて内閣府は首都直下地震の被害想定を見直し、あら
ゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大地震・津波を対象とした地震の
モデル検討や被害想定について平成 25 年 12 月に内閣府が検討結果を公
表しました。この地震・津波災害への対策として平成 25 年 12 月に首都直
下地震対策特別措置法が施行され、平成 26 年 3 月には首都直下地震緊急
対策区域の指定と首都直下地震緊急対策推進基本計画が決定されました。

東日本大震災において自助・共助及び公助が連携しないと大規模広域
災害後の災害対策が十分に機能しないことが強く認識されました。

今回のテーマでは、首都圏の1都 9県にもたらされる地震被害想定に対して、
政府が取り組む対策を紹介するとともに、私たちひとりひとりが取り組むべき
自助・共助の取り組みの一つとして地区防災計画制度をご紹介いたします。

◆首都直下地震対策の動き

◆地区防災計画

　この教訓を踏まえて平成 25 年 6 月に災
害対策基本法に自助・共助に関する規定が
追加され、新たに創設された地区防災計画
制度が、平成 26年 4月に施行されました。

今回のテー
マ
首都直下地震への備え
地区防災計画について考える

国営東京臨海広域防災公園



首都直下のM7クラスの地震の震度分布（19 地震）

震度
７
６強
６弱
５強
５弱
４
３以下①都心南部直下地震 (Mw7.3)

④千葉市直下地震 (Mw7.3) ⑤市原市直下地震 (Mw7.3) ⑥立川市直下地震 (Mw7.3) ⑦川崎市直下地震 (Mw7.3)

⑧東京湾直下地震 (Mw7.3) ⑨羽田空港直下地震 (Mw7.3) ⑩成田空港直下地震 (Mw7.3) ⑪さいたま市直下地震 (Mw6.8)

⑫横浜市直下地震 (Mw6.8) ⑬茨城県南部地震 (Mw7.3) ⑭茨城・埼玉県境地震 (Mw7.3) ⑮関東平野北西縁断層帯の地震
(Mw6.9)　（前回の計算結果）

⑯立川断層帯の地震 (Mw7.1) ⑰三浦半島断層群主部の地震
(Mw7.0) ⑱伊勢原断層帯の地震 (Mw6.8) ⑲西相模灘の地震 (Mw7.3)

②都心東部直下地震 (Mw7.3) ③都心西部直下地震 (Mw7.3)

出典：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）
　　　内閣府中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ、平成 25 年 12 月

首都直下地震被害想定首都直下地震被害想定
( 震度分布( 震度分布 )

首都直下地震被害想定
( 震度分布 )

東日本大震災を受けて、想定される地震の大きさと震度分布の見直しを
行いました。

内閣府は、東日本大震災を受けてあらゆる可能性を考慮した最大クラスの巨大
地震・津波を対象とした地震のモデル検討を行い、今後、首都直下での発生が
考えられるマグニチュード (M)7 クラスの地震を対象に震源地と震度分布につ
いて 19通りの検討を行っています。
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様々な地震による震度分布

震度
７
６強
６弱
５強
５弱
４
３以下

首都直下地震被害想定首都直下地震被害想定
( 最大の地震動と重ね合わせた震度分布 )( 最大の地震動と重ね合わせた震度分布 )

首都直下地震被害想定
( 最大の地震動と重ね合わせた震度分布 )

首都直下で想定される様々な地震による震度分布を重ねた震度分布図

首都直下で想定される様々な地震※の震度分布の結果を踏まえ、それぞれの場
所での最大の地震動を重ね合わせた震度分布図を下図に示します。
いずれの場所でも震度６弱以上を示しています。
地震発生の場所は事前に特定できないことから、幅広い範囲で地震に対する備
え（防災・減災対策）が必要になります。

※様々な地震とは、地殻内の一律Mw6.8 の震源を想定した地震、フィリピン海プレート
内一律にMw7.3 の震源を想定した地震及び今回検討された 19ケースの地震を示します。

首都直下地震は、どこで発生するかわかりません。様々な地震による最大
震度を重ねてみると、どの場所も震度 6弱以上になっています。

出典：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）
　　　内閣府中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ、平成 25 年 12 月
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250mメッシュ別棟数
100棟以上

50棟以上 100棟未満

30棟以上 50棟未満

10棟以上 30棟未満

5棟以上 10棟未満

1棟以上 5棟未満

出典：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）
　　　内閣府中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ、平成 25 年 12 月

首都直下地震被害想定首都直下地震被害想定
( 人的・物的被害 )( 人的・物的被害 )

首都直下地震被害想定
( 人的・物的被害 )

250mメッシュ別の全壊・焼失棟数 ( 都心南部直下地震、冬夕、風速 8m/s）

＊東京湾内の津波は 1m以下
＊冬、夕方　風速８m/ 秒のケース（要救助者の最大は冬、深夜のケース）

全壊・焼失家屋：　最大 約 61 万棟
死者　　　　　： 　最大 2.3 万人
要救助者　　　：　最大 約 7.2 万人
被害額　　　　：　約 95.3 兆円

都心南部直下地震　M7.3　被害想定（被害の最大値、未対策（現状））　

震度７
震度６強
震度６弱
震度５強
震度５弱
震度 4以下

凡例

都心南部直下地震　M7.3 による震度分布

首都直下地震には様々なタイプが考えられますが、内閣府は被害が大きく首都
中枢機能への影響が大きいと考えられる都心南部直下地震を防災・減災対策の
地震に設定し、被害想定を示しています。
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首都直下地震緊急対策区域として1都9県310市区町村が指定されました。

首都直下地震緊急対策区域

首都直下地震緊急首都直下地震緊急対策区域の指定対策区域の指定首都直下地震緊急対策区域の指定
首都直下地震対策特別措置法に基づく首都直下地震対策特別措置法に基づく首都直下地震対策特別措置法に基づく

出典：首都直下地震対策に係る区域等の指定　内閣府中央防災会議

【指定基準の概要】
　・震度 6弱以上の地域
　・津波高 3m以上で海岸堤防が低い地域
　・防災体制の確保、過去の被災履歴への配慮

政府は首都直下地震による著しい被害への対策を推進する必要がある区域とし
て、平成 26年 3月に首都直下地震対策特別措置法に基づき首都直下地震緊急
対策区域を指定しています。
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首都中枢機能の確保

計画的かつ早急な
予防対策の推進

首都中枢機関の業務継続体制の構築
首都中枢機関を支えるライフライン及びインフラの維持

津波対策

円滑かつ迅速な災害
応急対策、災害復旧・
復興への備え

個人の防災対策の
啓発活動

企業活動等の
回復・維持

2020年オリンピック・
パラリンピック東京大会
に向けた対応等

適切な避難行動
車両の利用抑制
水・食料等の備蓄

施設の耐震化
外国人観光客の避難誘導等

事業継続計画の作成
地域防災力向上への貢献 (地区防災計画制度の活用等)

建築物、施設の耐震化の推進
出火防止対策(発災時の速やかな初期消火、延焼被害の抑制対策等)
ライフラインの耐震化、発災時の速やかな機能回復
燃料の供給対策
交通インフラ、河川・海岸堤防等の耐震化、発災時の速やかな機能回復
集客施設・原子力発電所・石油コンビナート等地区の安全確保等

緊急避難所の整備、避難路の確保等

災害応急体制の整備
道路啓開と道路交通渋滞対策
市街地火災への対応
救命・救急、災害時医療機能の強化
広域連携のための防災拠点、交通基盤の確保
物資の絶対的な不足に対応した物資輸送体制の確保
的確な情報収集・発信
実践的な防災訓練
円滑な復旧・復興

公 
助

共
助
・
自
助

公助

共助 自助

社会全体での

首都直下地震

対策の推進

出典：首都直下地震緊急対策推進基本計画　内閣府中央防災会議

首都直下地震対策への備え首都直下地震対策への備え首都直下地震対策への備え

首都直下地震緊急対策区域の対策を定めた首都直下地震
緊急対策推進基本計画が策定されました。
防災・減災対策は多岐にわたりますが、行政が実施する
対策 (公助 )、地域や身近にいる人どうしが助け合う対策
(共助 )、個人・企業が自ら行う対策 (自助 )によって社
会全体として被害軽減に向けた備えを行っていきます。

首都直下地震対策特別措置法に基づき策定された首都直下地震緊急対策推
進基本計画は、地震による甚大な被害に対して社会全体が取り組む軽減策
を定めたものです。
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耐震化の推進による建物被害の軽減　　　　

出火防止対策等の強化による火災被害の軽減

建物の耐震化、火災対策の推進による、経済的被害の軽減　

・耐震化率が 100％（全国）となった場合

揺れによる全壊棟数　 約 9割減

焼失棟数　 約５割減

・感震ブレーカー等の設置による電気関係の
   出火防止が図られた場合

経済的被害　 約３割減

・電気関係の出火防止及び初期消火成功率の向上が
   図られた場合

経済的被害　 約５割減

・上記に加えて建物の耐震化率 100%及び企業の
   事業継続計画 (BCP) の実効性が 100％図られた場合

焼失棟数　 ９割以上減
・上記に加えて初期消火成功率の向上が図られた場合

防防災・災・減災対策と効果減災対策と効果
発災時の応急対策や企業の事業継続活動など防災・減災対策による被害軽
減効果を検討しています。
地震の揺れに対する建物の耐震化対策、火災に対する感震ブレーカーの設
置や初期消火成功率の向上など予防対策・応急対策により被害を大きく減
少させることが可能であることがわかりました。

出典：首都直下地震の被害想定と対策について（最終報告）
　　　内閣府中央防災会議 首都直下地震対策検討ワーキンググループ、平成 25 年 12 月

コ ラ ム

首都直下地震緊急対策推進基本計画に基づく
国営東京臨海広域防災公園



内閣府
中央防災会議

策定・実施
防災基本計画

指定行政機関
指定公共機関

策定・実施

都道府県
市町村

策定・実施

地区防災計画市町村の
居住者・事業者

策定・実施

計画提案

各種防災計画の基本

防災業務計画
所掌事務・業務に関する防災計画

地域防災計画
地域の実情に即した計画

自発的な防災活動に関する計画

※1

※2

※1  中央省庁 　※2  独立行政法人、日銀、日赤、NHK、NTT等

出典：地区防災計画ガイドライン　内閣府防災担当、平成 26 年 3月

地区防災計画制度の創設地区防災計画制度の創設地区防災計画制度の創設
地区居住者等が自ら計画できる地区防災計画制度が創設され、平成26年 4
月 1日に施行されました。

地区防災計画の位置付け

　従来、防災計画としては国レベルの総合的かつ長期的な計画である防災基本計
画と、地方レベルの都道府県及び市町村の地域防災計画を定め、それぞれのレベ
ルで防災活動を実施してきました。
　しかし、東日本大震災において、自助、共助及び公助がうまくかみあわないと
大規模広域災害後の災害対策がうまく働かないことが強く認識されました。
　その教訓を踏まえて、平成25年 6月に改正された災害対策基本法では、自助
及び共助に関する規定が追加されました。その際、地域コミュニティにおける共
助による防災活動の推進の観点から、市町村内の一定の地区の居住者及び事業者
（以下「地区居住者等」）が行う自発的な防災活動に関する「地区防災計画制度」
が新たに創設されました。（平成26年 4月 1日施行）

今後発生が危惧されている首都直下地震に備え、地区居住者等が自ら避難所
運営を行うなど、地区防災計画の実施は地域防災力の向上につながります。
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地域防災計画への

盛り込みの要否を判断
・提案書に不備はないか

・活動の実体はあるか

・地区の理解は得られているか

・行政との連携は可能か

　など

市町村地域防災計画

市町村防災会議

みんなで何ができるかな

自分は何をやるべきかな

どんな災害があるんだろう

この辺りって災害に強いのかな

行政では何をやってもらえるのかな

災害時

活動を発展させよう
○行政と連携しよう

○地域の活動と連携しよう

○他の組織と話し合おう

○取組を発信しよう

災害時の力を高めよう
○事前に対策をしよう

○教育・訓練をしよう

○中身を見直そう

平常時平常時

誰が

直前 初動 応急 復旧 復興

何を

どれだけ

どのように

地区防災計画（案）

出典：地区防災計画ガイドライン　内閣府防災担当、平成 26 年 3月

防災計画の実践

日々の取り組み
を通して計画を
随時更新

地区居住者等が
自ら作成する計画

地区居住者等の
役割分担を明確化し、
活動体制を構築

計画における
官民の役割分担
と明確化

行政への計画提案
（防災分野で初めて）

提案

盛り込み

行政 (市町村 )に
よる地域防災計画
に盛り込まれた地
区防災計画に示す
施設等整備や必要
なサポートを実施

地区居住者等が主
体となる地区防災
計画を実践

地区の特性を検討し
地区固有の解決策を
計画へ反映

地区防災計画制度の特徴地区防災計画制度の特徴地区防災計画制度の特徴
地区防災計画制度では、地区居住者等が自ら地区防災計画をまとめ上げるこ
とができるとともに、市町村へ提案することもできます。
地区防災計画が認められることで、市町村が実施する地域防災計画に内容が
盛り込まれ、市町村と連携した防災活動ができます。
地区の特性をよく知っている地区居住者等が自ら計画作成に参加することに
よって地域密着型の計画となり、地域防災力の底上げにつながります。
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①平常時 ②発災直前 ③災害時 ④復旧・復興期

・防災訓練、避難訓練
  ( 情報収集・共有・伝達
   訓練を含む )

・活動体制の整備

・連絡体制の整備

・防災マップ作成

・避難路の確認

・指定緊急避難場所、
   指定避難所等の確認

・要配慮者の保護等地域
   で大切なことの整理

・食料等の備蓄

・救助技術の取得

・防災教育等の普及啓発
   活動

・情報収集・共有・伝達

・連絡体制の整備

・状況把握（見回り・住
   民の所在確認等）

・防災気象情報の確認

・避難判断、避難行動等

・身の安全の確保

・出火防止、初期消火

・住民間の助け合い

・救出及び救助

・率先避難、避難誘導、
   避難の支援

・情報収集・共有・伝達

・物資の仕分け・炊き出し

・避難所運営、在宅避難
   者への支援

・被災者に対する地域
   コミュニティ全体での
   支援

・行政関係者、学識経験
   者等が連携し、地域の理
   解を得て速やかな復旧
   ・復興活動を促進

消防団、各種地域団体、ボランティア等との連携

地区防災計画の内容地区防災計画の内容地区防災計画の内容
地区の特性に応じて、想定される災害の検討を行い、平常時、発災直前、
災害時、復旧・復興期の各段階で防災活動を整理し活動主体の目的やレベ
ルに合わせて、活動項目を計画に盛り込むことが重要です。

出典：地区防災計画ガイドライン　内閣府防災担当、平成 26 年 3月

各段階で想定される防災活動（例）
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出典：内閣府HP

出典：地域防災講座 (岡山市 )　国土交通省　中国地方整備局　岡山河川事務所 出典：地方公共団体の風水害図上型防災訓練の実施要領のあり方に関する 調査研究報告書
　　　平成 22年 1月　総務省消防庁

出典：内閣府HP

地区防災計画の地区防災計画の実践実践地区防災計画の実践
災害発生時に地域コミュニティ毎に効果的な防災活動が実施できるように、地
区防災計画に基づき災害訓練等を通して日頃から準備するとともに、その取り
組みを通して活動の改善や計画の見通しを図ることが大切です。

地区居住者等に対して防災意識を向上させる普及啓発活動や小中学生に対する
防災教育の実施が重要です。

防災意識の普及啓発と人材育成

計画の見直し

クロスロードゲーム 防災運動会

DIG ( 災害図上訓練 ) HUG ( 避難所運営ゲーム )

災害時の切迫した状況下での判断・行動について、
多様な考え方があること、そのような状況への備
えに気づきあうための二者択一式ゲーム。

地区に災害が発生したことを想定して、大きな地図を
使用して、入手した情報を踏まえ、災害の状況、予測
される危険等を記入する訓練。

担架リレー、バケツリレー、土のう積みリレー、防災ク
イズ等、防災をテーマにした運動会。地区の行事ととも
に実施するなど、幅広い年代が参加することを想定。

避難者の事情に応じて、避難所に見立てた平面図に適
切に避難者を配置できるか、トラブルにどう対応する
か等避難所運営を模擬体験するゲーム。

出典：地区防災計画ガイドライン　内閣府防災担当、平成 26 年 3月
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